
○
デ
ジ
タ
ル
庁
告
示
第
七
号

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則（

平
成
二
十
六
年
内
閣
府

・
総
務
省
令
第
三
号）

第
二
十
一
条
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き

平
成
二
十
七
年
内
閣
府
告
示
第
四
百
四
十
九
号（

行
政
手
続

、

に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
十
一
条
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き

内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
基
準）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し

戸
籍
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律（

令
和
元
年
法
律
第
十

、

七
号）

附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
三
年
十
一
月
三
十
日

内
閣
総
理
大
臣

岸
田

文
雄

次
の
表
に
よ
り

改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線

、

を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

第
１

用
語
の
定
義
等

第
１

用
語
の
定
義
等

１
用
語
の
定
義

１
用
語
の
定
義

⑴
振
替
機
関
シ
ス
テ
ム

⑴
振
替
機
関
シ
ス
テ
ム

振
替
機
関
サ
ー
バ
、
端
末
機
、
電
気
通
信
関
係
装
置
（
フ
ァ
イ
ア
ウ

振
替
機
関
サ
ー
バ
、
端
末
機
、
電
気
通
信
関
係
装
置
（
フ
ァ
イ
ア
ウ

ォ
ー
ル
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
電
気
通
信
回
線
（
口
座
管
理
機
関

ォ
ー
ル
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
電
気
通
信
回
線
（
口
座
管
理
機
関

サ
ー
バ
及
び
発
行
機
関
サ
ー
バ
と
振
替
機
関
サ
ー
バ
を
結
ぶ
も
の
を
含

サ
ー
バ
及
び
発
行
機
関
サ
ー
バ
と
振
替
機
関
サ
ー
バ
を
結
ぶ
も
の
を
含

む
。
）
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
に
よ
り
構
成
さ
れ
、
振
替
機
関
が
、
口
座
管

む
。
）
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
に
よ
り
構
成
さ
れ
、
振
替
機
関
が
、
口
座
管

理
機
関
シ
ス
テ
ム
が
送
信
す
る
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識

理
機
関
シ
ス
テ
ム
が
送
信
す
る
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識

別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
2
5
年
法
律
第
2
7

別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
2
5
年
法
律
第
2
7

号
）
第
９
条
第
４
項
に
規
定
す
る
書
面
（
所
得
税
法
第
2
2
5
条
第
１
項

号
）
第
９
条
第
３
項
に
規
定
す
る
書
面
（
所
得
税
法
第
2
2
5
条
第
１
項

（
第
１
号
、
第
２
号
、
第
８
号
又
は
第
1
0
号
か
ら
第
1
2
号
ま
で
に
係
る

（
第
１
号
、
第
２
号
、
第
８
号
又
は
第
1
0
号
か
ら
第
1
2
号
ま
で
に
係
る

部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
税
務
署
長
に
提
出
さ
れ
る
も
の
に
限

部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
税
務
署
長
に
提
出
さ
れ
る
も
の
に
限

る
。
）
に
記
載
さ
れ
る
べ
き
個
人
番
号
を
含
む
特
定
個
人
情
報
（
以
下

る
。
）
に
記
載
さ
れ
る
べ
き
個
人
番
号
を
含
む
特
定
個
人
情
報
（
以
下

単
に
「
特
定
個
人
情
報
」
と
い
う
。
）
を
、
振
替
機
関
サ
ー
バ
に
備
え

単
に
「
特
定
個
人
情
報
」
と
い
う
。
）
を
、
振
替
機
関
サ
ー
バ
に
備
え

ら
れ
た
記
憶
媒
体
に
記
録
し
て
保
存
す
る
と
と
も
に
、
振
替
機
関
サ
ー

ら
れ
た
記
憶
媒
体
に
記
録
し
て
保
存
す
る
と
と
も
に
、
振
替
機
関
サ
ー

バ
に
備
え
ら
れ
た
記
憶
媒
体
に
保
存
さ
れ
て
い
る
特
定
個
人
情
報
を
、

バ
に
備
え
ら
れ
た
記
憶
媒
体
に
保
存
さ
れ
て
い
る
特
定
個
人
情
報
を
、

口
座
管
理
機
関
シ
ス
テ
ム
又
は
発
行
者
等
シ
ス
テ
ム
に
送
信
す
る
た
め

口
座
管
理
機
関
シ
ス
テ
ム
又
は
発
行
者
等
シ
ス
テ
ム
に
送
信
す
る
た
め

の
シ
ス
テ
ム

の
シ
ス
テ
ム

［
⑵
～
⒇

略
］

［
⑵
～
⒇

同
左
］

備
考

表
中
の［

］

の
記
載
は
注
記
で
あ
る。


